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管
内
の
各
路
線
で
の
凍
結
防
止
剤
の
散
布
状
況
に
つ
い
て
お
知
ら

せ
し
ま
す
。 

 

本
年
度
は
、
冬
の
平
均
気
温
は
全
国
的
に
高
か
っ
た
も
の
の
、
気
温

の
変
動
が
大
き
か
っ
た
事
が
、
気
象
庁
よ
り
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
郡

家
国
道
維
持
出
張
所
管
内
に
お
い
て
は
、
路
面
の
凍
結
防
止
を
防
ぐ
た

め
に
、
凍
結
防
止
剤
の
散
布
を
行
っ
て
い
ま
す
。
各
路
線
毎
の
散
布
状

況
は
、
左
の
表
の
通
り
で
す
。
昨
年
度
と
お
よ
そ
同
じ
く
ら
い
の
回
数

の
散
布
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

 

三
月
中
の
気
温
は
、
平
年
並
み
か
や
や
高
い
事
が
予
報
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
路
面
の
凍
結
に
は
十
分
注
意
し
、
安
全
運
転
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。 

凍結防止剤散布の状況（志戸坂峠道路） 

郡家維持管内凍結防止剤散布回数

平成20年度 平成21年度

29号 231 235

53号 230 231

姫鳥・志戸坂 165 198
※各年度とも、2月末までの回数を合計

国土交通省では、毎年８月を「道路ふれあい月間」として、道路の正しい利用や道路愛護活動の推進に努

めていますが、この一環として、平成２２年度「道路ふれあい月間」推進標語を広く一般から募集します。 

 道路は、国民の日常生活や経済活動に欠くことのできない基本的な施設ですが、あまりにも身近な存在であ

るため、その重要性が見過ごされがちです。 

 そこで、この推進標語の募集を通じて、改めて道路の意義・重要性について考えていただくことを目的として

います。 

   

◇募集テーマ◇ 

 道路は、生活の向上と経済の発展に欠くことのできない国民共有の、つまりあなたの財産です。み

んなが道路と親しみ、ふれあい、常に広く、美しく、安全に、共に楽しく利用し、子孫に受け継いでい

きましょう。 

◇応募期間◇ 

平成２２年３月３１日（水）まで（当日必着） 

◇参  考◇ 

平成２１年度推進標語・最優秀賞 

『 また歩こう そんな気になる 道がいい 』 

☆詳しい募集要項は以下のアドレスをご覧下

さい！ 
http://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/doyroj
/pdf/h22hyogo_boshu.pdf 



 
 
 

 
 
 

郡家国道維持出張所の管内では、現在、各所で様々

な交通安全対策工事を行っています。 
この工事の中で、国道 29 号の戸倉峠では、古くな

ったガードケーブルをガードパイプに交換しています。

交換後のガードパイプは、夜間には車のライトを反射

して光る素材を使用しています。 
交通安全対策を行っ

ているところですが、事

故を起こさないために

はドライバーの皆様の

安全運転が必要です。峠

では控えめの速度とエ

ンジンブレーキの活用

をお願いします。 
 
 
 

路上舗装修繕のように交通規制をともなう工事へは道路利用者からの不満が高いものとなっています。

そのような声を受け、国土交通省では交通規制を伴う工事の縮減に取り組んでいます。 
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工事前

工事後

車のライトを反射して
下段のパイプが光ります 

①年末年始、ＧＷ、お盆期間は路上工事を抑制  

 交通量が増大する年末年始等の期間は緊急的な工事を除き、路上工事を行わない期間を設定しています。 

※平成22年3月1日（月）～平成22年3月31日（水） は、 工事抑制の期間です。 

②規制情報の提供 

 鳥取河川国道事務所ＨＰにて国道の規制情報を

見ることができます。  

③掘り返し規制の実施 

 道路舗装工事完了後は、道路交通の障害、道路の損傷

を最小限にとどめるため、原則として一定期間該当箇所の

掘り返しを抑制する措置を行っています。 

◆セメントコンクリート舗装......概ね５年間の掘削抑制 

◆アスファルトコンクリート舗装......概ね３年間の掘削抑制

なお、これらの抑制措置は原則であり、「真にやむを得
ない場合」における工事等に関しては、事業の緊急性等
に応じた運用も行っています。 ↑道路気象・交通規制 

情報をクリック 

鳥取地域の拡大地図

です  ↓ 


